
HOYA健康保険組合規約 新旧対照条文 

 

現行 改定後 

「目次」 

（略） 

第４章 事業 

（略） 

第４２条 分娩附加金 （削除） 

第４３条 配偶者分娩附加金 （削除） 

（略） 

 

（付加給付） 

第４０条 この組合が、法第５３条の規定により支給する

付加給付は、次のとおりとする。 

(1) 訪問看護療養付加金 

(2) 家族訪問介護療養付加金 

  (3) 傷病手当付加金 

  (4) 出産手当付加金 

  (5) 埋葬料付加金 

  (6) 家族埋葬料付加金 

  (7) 家族療養付加金 

  (8) 合算高額療養付加金 

（新規） 

（新規） 

（略） 

 

（傷病手当付加金） 

第４１条 被保険者が法第９９条の規定により傷病手当

金の支給を受けるときは、その支給を受ける期間、傷

病手当付加金として 1 日につき、当該傷病手当金の

支給を始める日の属する月以前の直近の継続した十

二月間の各月の標準報酬月額（被保険者が現に属

する保険者等により定められたものに限る。）を平均

した額の三十分の一に相当する額の１００分の１０に

相当する額を支給する。ただし、同日の属する月以前

の直近の継続した期間において標準報酬月額が定

「目次」 

（略） 

第４章 事業 

（略） 

第４２条 出産育児一時金付加金  

第４３条 家族出産育児一時金付加金 

（略） 

 

（付加給付） 

第４０条 この組合が、法第５３条の規定により支給する

付加給付は、次のとおりとする。 

(1) 訪問看護療養付加金 

(2) 家族訪問介護療養付加金 

  (3) 傷病手当金付加金 

  (4) 出産手当付加金 

  (5) 埋葬料付加金 

  (6) 家族埋葬料付加金 

  (7) 家族療養付加金 

  (8) 合算高額療養付加金 

  (9) 出産育児一時金付加金 

(10) 家族出産育児一時金付加金 

（略） 

 

（傷病手当金付加金） 

第４１条 被保険者が法第９９条の規定により傷病手当

金の支給を受けるときは、その支給を受ける期間、傷

病手当金付加金として 1 日につき、当該傷病手当金

の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した

十二月間の各月の標準報酬月額（被保険者が現に

属する保険者等により定められたものに限る。）を平

均した額の三十分の一に相当する額の１００分の１８

に相当する額を支給する。ただし、同日の属する月以

前の直近の継続した期間において標準報酬月額が



められている月が十二月に満たない場合にあって

は、次の各号に掲げる額のうちいずれか少ない額の

１００分の１０に相当する額を支給する。 

（略） 

 

（分娩附加金） 

第４２条 （削除） 

 

 

 

 

（配偶者分娩附加金） 

第４３条 （削除） 

 

 

 

 

（家族埋葬付加金） 

第４９条 被扶養者が死亡したときは、法第１１３条の規

定により家族埋葬 料の支給を受ける被保険者に対

し、家族埋葬付加金として３０，０００円を支給する。 

 

（略） 

 

（新規） 

定められている月が十二月に満たない場合にあって

は、次の各号に掲げる額のうちいずれか少ない額の

１００分の１８に相当する額を支給する。 

（略） 

 

（出産育児一時金付加金） 

第４２条  被保険者が法第１０１条の規定により出産育

児一時金の支給を受けるときは、出産育児一時金

付加金として、３７,０００円を支給する。 

 

（家族出産育児一時金付加金） 

第４３条  被扶養者が出産したときは、法第１１４条の

規定により家族出産育児一時金の支給を受ける被

保険者に対し、家族出産育児一時金付加金とし

て、３７,０００円を支給する。 

 

（家族埋葬付加金） 

第４９条 被扶養者が死亡したときは、法第１１３条の規

定により家族埋葬 料の支給を受ける被保険者に対

し、家族埋葬付加金として５０，０００円を支給する。 

 

（略） 

 

附則（目次の第４２条 分娩附加金から出産育児一時

金付加金への変更並びに第４３条 配偶者分娩

附加金から家族出産育児一時金付加金への変

更、第４０条 付加給付への出産育児一時金付

加金並びに家族出産育児一時金付加金の追

加、第４１条 傷病手当金付加金の率の１００分

の１８への変更および文言統一、第４２条 表題

の出産育児一時金付加金への変更および条文

追加、第４３条 表題の家族出産育児一時金付

加金への変更および条文追加、第４９条 家族

埋葬付加金の５０,０００円への変更） 

第１条 この規約は、令和８年４月１日から施行する。 

第２条 令和８年４月１日前の休業にかかる傷病手当金



付加金の支給については、なお従前の例によ

る。令和８年４月１日前の死亡にかかる家族埋

葬付加金の支給については、なお従前の例によ

る。令和８年４月１日前の出産にかかる出産育

児一時金付加金および家族出産育児一時金付

加金は支給しない。 

 

 


